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新入学・新学期、４月は新しい環境で一人暮らしをスタートされる方も大勢いらっしゃると思います。でも、そんな 

あなたをねらっているいろいろな犯罪から、身を守るためのアドバイスで、大学生活を安心安全に過ごしましょう！ 
 

「身に覚えのない料金請求」にご注意！  
 

■最近、「はがき」「封書」「電子メール」などにより、身に覚えのない出会い系サイト等の不当な料金を請求された 

 場合は、相手の言動に惑わされることなく、きっぱりと断る態度で対応しましょう。 
 

【 対処方法 】 

① 利用していない料金は、支払う必要はありません！ 

一度支払ってしまうと、更に新たな請求を受けるおそれがあります。 

② 利用したことがあっても、利用先から「料金請求債権譲渡通知」を受けていない場 

合は、「債権回収業者」に料金を支払う必要はありません。 

③ 「債権回収業者」に電話やメールなどで連絡をとらないで下さい。 

あなたの電話番号やメールアドレスなとの個人情報を知らせることになり、その後、 

電話により料金請求される可能性があります。どうしても電話をかけ直したいなら 

ば、公衆電話または番号を非通知に設定してから、かけ直すようにしましょう。  

④ 今後の事態に備えて、請求の書類を保管しておくことをおすすめします。 

⑤ 悪質な取り立てや脅かしを受けた場合、トラブルになりそうな場合は、110 番する 

か、最寄りの警察署にご相談下さい。  

          【 情報提供／愛媛県県警・警視庁ホームページ参照 】 
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一人暮らしの女性をねらった痴漢やわいせつ犯罪が増えています。「自分の身を守るための対策」として、以下の 

ような対策をうって、日常から心がけておきましょう。 
 

「痴漢」や「性犯罪」から身を守るための自己防衛対策 ① 
 

■自室に帰ったとたん、安心して注意を怠ったため、おそわれたという事例も多くあります。一般的に女性は、外出 

ときには、尾行されていないか警戒しても、帰宅したときは、安心して注意を払わない傾向があるようです。 
 

 【 玄 関 】 

① 玄関を開けると同時に犯人に押し込まれることがあるため、玄関を開ける前に 

必ず周囲を確認する。家に入ったら、すぐに鍵をかけましょう。 

② いつでも作動するように、あらかじめ防犯ブザーを準備しておく。 

③ 物陰などに不審者がいる場合は、１１０番通報をしたり、大声を出して近隣に 

助けを求めること。 

④ ワンドア・ツーロック以上の鍵を取り付け、ピッキング対策やサムターン回し 

防止のための対策をしておく。 

⑤ ドアチェーンやドアスコープをつけ、訪問者があってもいきなりドアを開けな 

い。 

⑥ 宅配業者等であっても、知らない訪問者には、必ずドアチェーンを掛けたまま 

対応する。     【 情報提供／愛媛県県警・警視庁ホームページ参照 】 
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ほんの少しの意識や注意が、あなたの「身の安全を守る」ことにつながります！ 
 

 

「痴漢」や「性犯罪」から身を守るための自己防衛対策 ② 
  

自室に帰るためマンションのエレベーターに乗ったところ、不審者に襲われるといった事例が発生しています。 

かといって、高層住宅に住んでいる人は、エレベーターなしには生活できません。エレベーターに乗るときの 

心構えを知っておきましょう。 
 

【 エレベーターの乗り方 】 

① エレベーターに乗る前にエレベーターの周囲を確認し、あやしい人と二人きりで乗り 

合わさないようにしましょう。 

② それでも男性と二人きりになってしまい「こわい！」と思ったときは、「相手に失礼な 

のでは」などと考えず、ボタンを全部押して止まった階で降りてしまいましょう。 

被害にあってからでは遅いのです。 

③ エレベーターに一人きりだとわかると、ドアの閉まる直前に乗ってくることがあります。 

びっくりして、後ずさったりせず、非常ベルの押せるドアの前の立ち位置をキープしま 

しょう。 

④ でも、非常ベルにばかり気を取られ、結果として犯人に背中を向けて立つのは危険です。 

ポイントは、エレベーターの壁を背にして立つということです。 

意外とこれを実行している女性は少ないもの、犯人に隙を見せないことが大切なのです。 

   【 情報提供／愛媛県県警・警視庁ホームページ参照、次回は悪質商法撃退について 】 
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新しい生活をはじめるあなたに、安心安全に大学生活を過ごしてほしい！ 

 

「学生総合共済」をご存知ですか? 
  

■あなたは「学生総合共済」をご存知ですか？ 「学生総合共済」に加入していますか? 
       

 ※「学生総合共済」は、事故入院・病気入院も 1 日目から保障します！ 
 

  ・病気入院の場合、1 日目の入院から最高 200 日まで保障します。 

ただし、病気による通院は保障の対象になりません。 
 

  ・事故入院の場合も、1 日目の入院から最高 200 日まで保障します。 

   また、事故通院の場合、通院のみの日数、または、入院・通院の合計日数が 

   5 日以上の場合に、1 日目から 90 日まで保障します。 
 

  ・ギブスなど固定具を使用している期間の保障は、固定具試用期間から入院日 

   を除いた固定期間２日を通院 1 日とみなして保障します。 
 

 ※その他、詳しい内容については、生協本部 共済窓口までお問い合わせ下さい。 

                   〔 生協本部 TEL    -   -     〕 
 

            学生同士の助け合いの制度、それが、「大学生協の共済」です！ 

 

 


